
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 

定期健康診断及び特殊健康診断業務 仕様書 

  

 

 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院（以下「甲」という）と標記業務を受託し

た健診機関（以下「乙」という）は、この仕様書及び実施フローに基づき、業務を

実施するものとする。 

 

○業務の名称    定期健康診断（各種抗体検査含む）及び特殊健康診断（以下

「健診」という） 

 

○業務実施期間   令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

○業務の内容 

１ 健診の準備  

   （１）健診実施計画 

    実施日 令和６年度  

前期：５月下旬から６月上旬の連続する３日間 

             （午前８時４０分～午後４時３０分まで） 

          後期：１２月中旬の指定する３日間 

        令和７年度 

          前期：５月下旬から６月上旬の指定する３日間 

          後期：１２月中旬の指定する３日間 

        令和８年度 

          前期：５月下旬から６月上旬の指定する３日間 

          後期：１２月中旬の指定する３日間 

          

     場 所    （地独）岐阜県立多治見病院内で甲が指定する場所 

 

 （２）甲が送付する「受診予定者情報」に基づき、受診票を作成し、甲が指示す

る方法により受診予定者に配布する。 

 

  ２ 健診の実施 

 （１）別紙「検査項目一覧表」に示す検査及び自覚症状等の問診を行うこと。 

 （２）医師の管理のもとに、検査技師、放射線技師など必要なスタッフによる円

滑な実施に努めること。   

 （３）健診に必要な検診車等の検査機器の整備、管理には万全を期し、健診 

実施計画どおりに実施すること。また検診車及び機器に不具合が生じたとき 

は、３０分以内に改善し、健診が継続できる体制を整備しておくこと。 

 （４）各種抗体検査について、人間ドックを受診する者も対象とする。 

  

３ 健診の結果 

（１）乙は、受診日から起算して、４週間以内に受診者個人結果を甲まで通知す 

ること。 

なお、結果表の配付については、甲の指示により行うこと。 

（２）乙は、甲の指定する結果一覧表を作成し、甲担当者に通知すること。 

 （３）乙は、健診結果により、緊急に医療が必要と判断される場合は、速やかに 

甲に連絡すること。  

  （４）乙は、甲が指定するファイル形式（抗体検査の判定基準を当院の基準に変 



換して）により、一定期間ごとにその最終日から３０日以内に健診結果デー 

タを電子媒体により報告すること。 

  （５）乙は、報告した結果データに誤りがあった場合は、甲からの通知後１０日

以内に訂正して報告すること。 

 

４  未受診者の対応 

乙は、甲が別途指定する日までに、未受診者の氏名等を報告し、未受診者 

が受診できる予備日を設けること。その場合は、乙の指定場所での受診も可

能とする。 

 

  ５ その他 

（１）  乙は、甲の要求に応じて、健診結果データの統計処理、喫煙率等の資料作 

成を行うこと。 

（２）健診に関する納品請求書は翌月１０日までに担当者まで提出するこ

    と。  

（３）その他必要な事項は甲乙協議のうえ決定する。 

 

 

 

 

 

 



別添  

 職員健康診断実施フロー 

 

 病院 職員 健診機関 

健 

診 

準 

備 

 

 受診者調査 

 

  受診者決定 

       

 受診者データ作成 

 

 

  受診希望 

     

  受診者報告 

 

  

 

 

 

 

 

 

       データ処理 

 

健 

診 

実 

施 

 

 

 

実施計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認 

 

 

 

 

 

  実施計画通知 

 

  受診票等受領 

 

  受診 

 

 

 

        受診票作成等 

 

  実施準備 

 

 

 

               受診票等配付 

 

  実施 

 

 

   緊急を要する異常者の連絡 

  

受 

診 

結 

果 

 

 

 

 

結果一覧表受領 

 

  確認 

 面接指導対象者選定 

   

 

  統計資料・データ要求 

 

 

 

 

  結果表受領 

D・E・F判定者 

「報告書」提出 

 

 

 

 

    面接 

 

 

 

 

 

 

   結果表送付 

 

   

 結果一覧表送付 

 

   結果データ作成 

 

   

 

   統計資料（喫煙率）・デ 

  ータ(有所見者一覧や要精 

  密検査者一覧等)作成 

 

 



地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 

職員ストレスチェック 仕様書 

  

 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院（以下「甲」という）と標記業務を受託し

た健診機関（以下「乙」という）は、この仕様書及び実施フローに基づき、業務を

実施するものとする。 

 

○業 務 の 名 称    

ストレスチェック 

 

○業務実施期間    

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

○実 施 者   

 外部機関 

 

○実施事務従事者   

 外部機関の職員及び当院担当者 

 

 

○業務の内容 

１ ストレスチェックの準備  

（１）  健診実施計画 

①  実施日   

・令和６年度  

  前期 :５月下旬から６月上旬の指定する３日間  

       

    ・令和７年度  

前期 :５月下旬から６月上旬の指定する３日間  

  

・令和８年度  

前期 :５月下旬から６月上旬の指定する３日間  

      

          

②  場 所    岐阜県立多治見病院内で甲が指定する場所 

 

 （２）甲が送付する「受診予定者情報」に基づき、ストレスチェック回答シート

を作成し、甲が指示する方法により受診予定者に配付する。 

 

  ２ ストレスチェックの実施 

 （１）定期健康診断及び特殊健康診断と同日に実施する。 

 （２）受付場所において、職員から「調査票」を受領する。 

 

 

３ ストレスチェックの結果 

（１）乙は、受診日から起算して、４週間以内に受診者個人結果を職員まで通知

   すること。また、結果とともに封筒、同意書及び「面接実施依頼」を同封

   すること。 

なお、結果表の配付については、甲の指示により行うこと。 



（２）乙は、職員から同意書の提出があった場合、すみやかに結果を甲に提出す

ること。 

 （３）乙は、甲から面接希望者の結果を要求された場合、すみやかに結果を提出

すること。 

 ４ その他 

（１）乙は、甲の要求に応じて、ストレスチェックデータの統計処理、資料作成

等を行うこと。 

 （２）ストレスチェックに関する納品請求書は翌月１０日までに担当者まで提出

ください。 

 （３）その他必要な事項は甲乙協議のうえ決定する。 

 



別添  

 職員ストレスチェック実施フロー 

 

 病院 職員 健診機関 

健 

診 

準 

備 

 

 受診者データ作成 

 （全職員） 

  

データ処理 

健 

診 

実 

施 

 

実施計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  実施計画通知 

 

  受診票等受領 

 

  受診票記入・提出 

 

       受診票作成等 

 

  実施準備 

 

 

 

               受診票等配付 

 

  実施 

受 

診 

結 

果 

 

 

 

 

 

 職員からの同意書提出 

  

  統計資料・データ要求 

  

 

  結果表受領 

 健診機関から病院へ結

果の提出可能な場合、

同意書提出 

 

 

   結果表送付 

 

   

 

    

同意職員の結果提供 

 

 統計資料・データ提供 

 

面 

接 

指 

導 

全職員及び所属長に対し

て面接申出の勧奨メー

ル及び依頼文書 

 

 

 

 

面接申出者の結果要求 

 

産業医・当院精神科医によ

る面接 

 

 

 

 

高ストレス者の面接指

導の申出 

 

 

    

   

 

 

 

 

面接申出者の結果提供 

 



別紙１ 
検査項目一覧表  

 

（１） 労働安全衛生規則に基づく健康診断 
 

（ア）定期健康診断 
 

 検 査 項 目  内        容  実施回数 

 身体計測  身長、体重、ＢＭＩ、体脂肪   １ 

 腹囲 （35歳及び40歳以上の者）   １ 

 視力検査    １ 

 胸部Ｘ線検査  デジタル撮影（100mm×100mm）１枚   １ 

 尿検査  蛋白・糖・潜血   １ 

 血圧測定  座位   １ 

 聴力検査  １０００Ｈz・４０００Ｈz   １ 

 
 
  血 
 
  液 
 
  検 
 
  査 

 生化学的 
    検査 

 ＡＳＴ、ＡＬＴ、γ－ＧＴＰ、空腹時血糖、ＨｂＡ１Ｃ、中性脂肪、 
 ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール、尿素窒素、血清クレ 
 アチニン、eGFR,尿酸 
 

  １ 

 血液学的 
    検査 

 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ＭＣＨ、ＭＣＶ、ＭＣＨＣ、血小 
 板、ヘマトクリット値 

 抗体検査  肝炎（ＨＢｓ抗原       ・・・MAT 法） 
   （ＨＢｓ抗体・ＨＣＶ抗体 ・・・CLEIA法）   ※全職員 

  １ 

 麻疹 （ＥＩＡ（ＩｇＧ）法）      ※新規採用・転入者等一部のみ   １ 

 水痘 （ＥＩＡ（ＩｇＧ）法）      ※新規採用・転入者等一部のみ   １ 

 風疹 （ＨＩ法）                  ※新規採用・転入者等一部のみ   １ 

ムンプス（ＥＩＡ（ＩｇＧ）法）    ※新規採用・転入者等一部のみ  １ 

 Tスポット・TB   １ 

腹囲 ※３５歳及び４０歳以上の者   １ 

 心電図検査  １２誘導安静時          ※３５歳及び４０歳以上の者   １ 

 眼底検査（両眼）  35mmｶﾗｰ写真（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影可）    ※再検査を要する職員のみ   １ 

 便潜血検査  免疫法（２回法）         ※３５歳及び４０歳以上の者   １ 

 内科診察  １ 

 
 
 

 （イ）特定業務従事者の健康診断 
 

  業    務    検 査 内 容  実施回数 対象者 

 その他の業務 
 （深夜業務従事者、 
 暑熱作業従事者、 
） 

  労働安全衛生規則に 
  定める検査 
 ・既往歴及び業務歴調査 
 ・自覚症状、他覚症状の検査 
 ・身体計測、腹囲、視力、聴力 
 ・血圧測定 
 ・血色素及び赤血球数 
 ・ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ 
 ・ＬＤＬｺﾚ、ＨＤＬｺﾚ、中性脂肪 
 ・血糖検査 
 ・尿中の糖及び蛋白 
 ・心電図 

 2/年 
【深夜】 
午後10時から午前５時までに職務に
従事する者 
 
【暑熱】 
暑熱作業に従事する者 
 

 
   ※（イ）について２回のうち１回は定期健康診断または人間ドックと代用する。 
 
 
（２）特殊健康診断 
  
 （ア）有機溶剤健康診断 
 



 取 扱 物 質 名  検  査  内  容  実施回数 対象者 

 有機溶剤中毒予防 
 規則別表上段(３) 
 (５)(７)(８)(10) 
 に掲げる物質 
 

 ・業務経歴、・有機溶剤による既往歴、 

・自覚症状、他覚症状 

 ・尿蛋白 
 ・尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 
   キシレン、アセトン、メタノール 

 2/年 病理医師・臨 
床検査科の一 
部対象者 

 
 

 （イ）特定化学物質健康診断 
 

     取扱物質名    検     査     内     容  実施回数 対象者  

 特定化学物質等障害 
 予防規則第39条に規 
 定する物資 
（ホルムアルデヒド） 

 ①業務の経歴の調査 
 ②他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 
 ③他覚症状又は自覚症状の有無の検査 
 ④尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 
  （※ホルムアルデヒドは特定業務従事者健康診断に準ず
る。） 

 2/年 病理医師・臨 
床検査科の一 
部対象者 

    

 
 
（ウ）電離放射線健康診断 

 

   業   務     検    査     内     容  実施回数 対象者 

 放射線取扱業務  ①被ばく歴の有無の調査 
 ②白血球数及び白血球百分率の検査 
 ③赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリッ 
 ト値の検査 
 ④白内障に関する眼の検査 
 ⑤皮膚の検査 

 2/年 クイクセルバ 
ッジ所有者 

 

 ※前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ健康診断を行おうとする日 

  の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超える恐れのない者は、後期健診に 

  おいて①のみ実施。 
 
  

（３）結核健康診断                                                                          
 

  業    務    検 査 内 容  実施回数 対象者 

 結核菌暴露の可能性 

 がある業務 

 ①胸部Ｘ線撮影 

 ②Ｔ－ＳＰＯＴ． 

 2/年 
①全職員 

②新規採用・転入者等一部のみ 

 

 

（４）行政指導による健康診断（ＶＤＴ作業健康診断） 
 

 
    

 
（５）ストレスチェック 
 

 

  業   務    検    査    内    容  実施回数 対象者 

 ＶＤＴ作業者  ①業務歴の調査 
 ②既往歴及び自覚症状の有無 
 ③眼科学的検査 
   （１）視力検査（５ｍ視力・５０㎝視力） 
 
※筋骨格系に関する他覚的検査は、医師の判断により

実施。 

 1/年 パソコン業務に従 
事する者 
 
医師、臨床検査技
師、放射線技師、看
護部（師長及び看護
部）薬剤部、事務職 

検査項目    内    容 実施回数 

 ストレスチェック ストレスチェックシートによる 
 

   １ 


